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国庫補助事業等に係る事務費調査結果（概要）

山梨県

１ 調査の経緯

山梨県においては、平成２１年２月、農林水産省及び国土交通省所管の国庫補助事業

等に係る事務費（以下「国庫補助事業等事務費」という ）のうち、平成１５年度から。

平成１９年度執行の需用費、賃金及び旅費を対象に会計検査院による実地検査を受検し

た結果、不適正な経理処理が明らかになったことから、知事から全ての国庫補助事業等

事務費について全庁調査を行うよう指示が出された。

２ 調査の概要

(1)国庫補助事業等調査委員会の設置

山梨県事務処理ミス防止対策推進委員会の中に出納局次長を委員長とする「国庫補

助事業等調査委員会」を設置した。

(2)調査の目的

不適正な経理処理の背景や原因等を整理し、再発防止策を講じ、国庫補助事業等事

務費の適正な執行を図る。

(3)調査の方法等

① 調査の実施時期

平成２１年９月１５日から１０月３０日

② 調査の範囲

ア 調 査 対 象 国庫補助事業等事務費のうち需用費、賃金及び旅費

イ 調査対象所属 国庫補助事業等事務費を執行している所属（１７９所属）

ウ 調査対象年度 平成１５年度から２０年度（一部１６年度から）

③ 調査の方法

ア 各所属での調査関係書類の自主点検

イ 国庫補助事業等調査委員会から指名された調査員による関係書類の調査

＜需用費＞

○ 名刺やあいさつ状など国庫補助事業等の施行に直接関係のない用途に需用費

の支払いを行っていないか。

○ 預け金、一括払、差替え、翌年度納入又は前年度納入など不適正な経理処理

を行っていないか。

＜賃 金＞

○ 国庫補助事業等事務費から賃金を支払われている臨時職員が、国庫補助事業

等を行っていない所属に配置されていないか。

○ 臨時職員が配置された所属が所掌する国庫補助事業等とは異なる国庫補助事

業等の支出科目から、当該職員に賃金の支払いを行っていないか。

＜旅 費＞

○ あいさつ回り、事務引継ぎなどの通常業務や県単独事業の竣工検査、内部研

修への参加など国庫補助事業等とは直接関係のない公務の出張に旅費の支払い

を行っていないか。
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３ 調査結果
調査の結果、４部局、４６所属において、次のとおり不適正な経理処理額が確認され

た。
単位：円

区 分 件 数 不適正な経理処理額 国庫補助金相当額

会計検査院分 ６，６４０ ２６，８７４，４４８ １３，５９２，０２１
自 主調 査分 ３，８２２ ４，８２６，７６０ ２，６２８，７４４
合 計 １０，４６２ ３１，７０１，２０８ １６，２２０，７６５

(1)需用費
単位：円

区 分 件 数 不適正な経理処理額 国庫補助金相当額
会計検査院分 １４６ ８，０５７，４３２ ３，８２３，５０４
差 替 え ２ １８９，２１０ １３９，３９０

翌年度納入 １９ ５，９５７，７４９ ２，７７１，４００
前年度納入 ８ ２２５，３８６ １１１，２６２
補助対象外 １１７ １，６８５，０８７ ８０１，４５２

自 主調 査分 ９ ２５０，９６３ １４７，３３９
差 替 え
翌年度納入 ４ １５０，９４０ ７２，０３９

前年度納入 ５ １００，０２３ ７５，３００
補助対象外
合 計 １５５ ８，３０８，３９５ ３，９７０，８４３

(2)賃金
単位：円

区 分 件 数 不適正な経理処理額 国庫補助金相当額
会計検査院分 ９ ５，１６２，６５２ ２，７５１，２１７
自 主調 査分

合 計 ９ ５，１６２，６５２ ２，７５１，２１７

(3)旅費
単位：円

区 分 件 数 不適正な経理処理額 国庫補助金相当額
会計検査院分 ６，４８５ １３，６５４，３６４ ７，０１７，３００

自 主調 査分 ３，８１３ ４，５７５，７９７ ２，４８１，４０５
合 計 １０，２９８ １８，２３０，１６１ ９，４９８，７０５

４ 不適正な経理処理の発生原因と課題

(1)職員の意識等に関する原因と課題

（原因） ○ 国庫補助金等を取り込もうとする意識
○ 会計年度区分や国庫補助事業等と県単独事業の区分、公費支出に対する

認識の低下
（課題） ○ 職員に対する法令遵守の徹底と公費支出に対する意識改革

○ 会計年度区分や国庫補助事業等と県単独事業の区分の再確認

(2)物品調達事務上の原因と課題

・ 法令遵守に対する認識の不足
・ 「日抜きの納品書」の使用

① 需用費における差替え
（原因） ○ 緊急性などの理由による誤った手続き

○ 内部チェック体制の不備
（課題） ○ 納品確認を厳格に行うための内部チェック体制の整備

○ 不適正な処理の防止のための業者への協力依頼
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② 需用費における「翌年度納入」と「前年度納入」
（原因） ○ 緊急性などの理由による無理な発注

○ 内部チェック体制の不備
（課題） ○ 納品確認を厳格に行うための内部チェック体制の整備

○ 業者に対する「日入りの納品書」の提出を指導

(3)予算執行上の原因と課題

① 予算執行体制
（原因） ○ 年度末の事務処理の集中

（課題） ○ 予算執行事務の見直し
② 繰越制度の活用

（原因） ○ 繰越制度の未活用
（課題） ○ 繰越制度の活用

③ 補助対象外の支払い

（原因） ○ 補助対象事務費の執行基準の不明瞭
○ 区分経理の不徹底

（課題） ○ 補助対象事務費の執行基準の明確化
○ 区分経理の徹底

５ 再発防止策と今後の対応

今回の調査結果を踏まえ、その原因や課題等を分析し、速やかに実効性のある再発防

止策を講じるとともに、県民に信頼される県政推進のため、公費支出の適正化を図る。

(1)職員の意識改革と公務員倫理の確立
① 公費支出に対する意識改革

② 国庫補助事業等事務費の周知
③ 各種研修の充実

(2)物品調達事務の改善
① 物品要求書の提出期限の設定

② 納品書への日付記入の徹底（ 日抜きの納品書」の排除）「
③ 納品確認の厳格化（２名による納品確認と納品書への署名）

④ 物品調達管理システムによる進行管理

(3)予算執行に関する改善

① 計画的な予算執行
② 繰越制度の有効活用（繰越手続きの簡素化）

③ 国庫補助事業等事務費の支出基準の明確化

(4)審査・検査体制の充実
① 審査・検査を担当する職員の資質向上

② 出納審査や会計検査による確認・検証（ 物品調達事務」の重点検査）「

(5)国への提案・要望

① 事務費基準の明確化
② 各種手続きの早期化

③ 繰越手続きの簡素化
④ 柔軟な事務費の執行

(6)国への報告・返還
不適正な経理処理に係る国庫補助金等については、自主調査の結果も含め、関係省

庁に報告し、国への早期の返還に向けて協議を行う。

山梨県出納局会計課 TEL０５５－２３７－１１１１（内線 １１５０）【問い合せ先】
０５５－２２３－１３０４（直通）

FAX０５５－２２３－１３１０
山梨県知事政策局 TEL０５５－２３７－１１１１（内線 １０１２）

０５５－２２３－１５５３（直通）
FAX０５５－２２３－１７７６
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１ 調査の経緯   

 

   山梨県においては、平成２１年２月２３日から２７日までの間、農林水産省及び

国土交通省所管の国庫補助事業等に係る事務費（以下「国庫補助事業等事務費」と

いう。※１）のうち平成１５年度から平成１９年度執行の需用費、賃金及び旅費を

対象として会計検査院による会計実地検査が行われた。 
   検査の結果、本県においては、いわゆる不正経理といわれる「預け金」や「一括

払」などの指摘はなかったが、「翌年度納入」や「補助対象外」などの不適正な経

理処理が明らかになったことから、知事から全ての国庫補助事業等事務費について

全庁調査を行うよう指示が出された。 
 
  （※１）国庫補助事業等事務費とは、国庫補助金、国庫負担金及び国庫委託金等で「補助金

等に係る予算の執行の適正化に関する法律」で対象としているものをいう。 
 

２ 調査の概要  

 

（１） 国庫補助事業等調査委員会の設置 

山梨県事務処理ミス防止対策推進委員会設置要綱第５条に規定する小委員会と 
して、平成２１年９月１５日に出納局次長を委員長とする「国庫補助事業等調査 
委員会」を設置した。 

 
（２） 調査の目的 

国庫補助事業等事務費が、法令遵守の観点から適正に執行されているか、また、 
国庫補助事業等の目的に従って適正に使用されているかを調査し、不適正な経理

処理の背景や原因等を整理し、必要な再発防止策を講じるとともに、国庫補助事

業等事務費の適正な執行を図るものである。 
 
（３） 調査の方法等 

① 調査の実施時期 
平成２１年９月１５日から１０月３０日 

② 調査の範囲 
ア 調査対象    国庫補助事業等事務費のうち需用費、賃金及び旅費  
イ 調査対象所属   国庫補助事業等事務費を執行している所属 

知事政策局（１）、企画部（９）、総務部（４）、福祉保健部（26）、 
森林環境部（11）、商工労働部（10）、農政部（19）、県土整備部（20）、
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教育庁（39）、企業局（３）、警察本部（37）の合計１７９所属 
ウ 調査対象年度   平成１５年度から平成２０年度 

ただし、森林環境部、農政部及び県土整備部以外の所属については、文

書の保存期間が５年であることから、平成１６年度からとする。 

 

対象所属一覧
平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

本庁

中北

峡東

峡南

富士・東部

その他の出先機関

本庁 農林水産省分

中北 農林水産省分

峡東 農林水産省分

峡南 農林水産省分

環境省分

富士・東部

その他の出先機関

本庁

中北

峡東

峡南

富士・東部

その他の出先機関

本庁

中北

峡東

峡南

富士・東部

その他の出先機関

その他 本庁

１３部局・委員会 出先機関

会計検査院検査実施済み

今回調査対象

企 画 部

森 林 環 境 部

農 政 部

県 土 整 備 部

 

③ 調査の方法 
ア 各所属では、調査関係書類の準備を行うとともに、自主点検を実施した。 
イ 国庫補助事業等調査委員会から指名された調査員が、次の方法により、国

庫補助事業等事務費が適正に執行されているかを調査した。 
      ただし、警察本部については、会計課監査室の職員を中心とした調査員が、

同様の方法により調査した。 
 

＜需用費＞ 

○ 国庫補助事業等事務費により支払いを行っている全ての支出命令書等

支出証拠書を確認し、名刺やあいさつ状など国庫補助事業等の施行に直接

関係のない用途に需用費の支払いを行っていないか、調査を行った。 

○ 支出命令書等支出証拠書に記載されている支払日、検収日、品名、数量、

単価及び金額と、業者より提供された元帳等に記載されている入金日、納

品日、納入品名、数量、単価及び金額との照合を行うことにより、預け金、

一括払、差替え、翌年度納入又は前年度納入など不適正な経理処理を行っ

ていないか、調査を行った。 
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預　け　金
納品がないにもかかわらず、業者から請求書等を提出させて支払い、業
者に一時的に預け金として保有させ、後日、別の物品を納入させるなど
していたもの

一　括　払
正規な手続きを経ず、業者に随時物品を納入させ、後日、納品とは異な
る物品の支払書類を作成することなどにより、一括して支払っていたも
の

差　替　え
業者に事実とは異なる物品の請求書等を提出させ、契約した物品とは異
なる別の物品に差し替えて納入させていたもの

翌年度納入
翌年度に納品された物品を当該年度内に納品されたこととし、関係書類
に事実と異なる検収日付を記載することなどにより、支払っていたもの

前年度納入
前年度に納品された物品を当該年度に納品されたこととし、関係書類に
事実と異なる検収日付を記載することなどにより、支払っていたもの

補助対象外 国庫補助事業等の施行に直接関係のない物品を購入していたもの
 

 
＜賃金＞ 

○ 国庫補助事業等事務費から賃金が支払われている臨時職員の事務分掌

表や座席表等の業務内容に関する書類及び発令通知書等の任用に関する

書類を確認し、当該職員が国庫補助事業等を行っていない所属に配置され

ていないか、また、臨時職員が配置された所属が所掌する国庫補助事業等

とは異なる国庫補助事業等の支出科目から当該職員に賃金の支払いを行

っていないか、調査を行った。 

 

＜旅費＞ 

○ 国庫補助事業等事務費により支払いを行っている全ての旅行命令簿を

確認し、その業務内容から、あいさつ回り、事務引継ぎなどの通常業務や

県単独事業の竣工検査、内部研修への参加など国庫補助事業等とは直接関

係のない公務の出張に旅費の支払いを行っていないか、調査を行った。 
 
 

３ 調査結果 

 

会計検査院の検査により、企画部、森林環境部、農政部及び県土整備部において不

適正な経理処理額６，６４０件、２６，８７４，４４８円（国庫補助金相当額１３，

５９２，０２１円）が指摘された。 
今回の調査では、全所属を対象に調査対象年度の国庫補助事業等の有無を確認し、



 4 

国庫補助事業等事務費の執行がある１１部局１７９所属を調査したところ、企画部、

森林環境部、農政部及び県土整備部の４６所属において、計３，８２２件、４，８２

６，７６０円（国庫補助金相当額２，６２８，７４４円）の不適正な経理処理が確認

された。 
会計検査院の検査と合わせた不適正な経理処理額の合計は、１０，４６２件、３１，

７０１，２０８円（国庫補助金相当額１６，２２０，７６５円）となった。 
（詳細は別紙１） 

 
区   分 不適正な経理処理額 国庫補助金相当額 

会計検査院の検査 ２６，８７４，４４８円 １３，５９２，０２１円 
県 の 自 主 調 査 ４，８２６，７６０円 ２，６２８，７４４円 
合   計 ３１，７０１，２０８円 １６，２２０，７６５円 

 

（１） 需用費 

会計検査院の検査により、企画部、森林環境部、農政部及び県土整備部におい 
て不適正な経理処理額１４６件、８，０５７，４３２円（国庫補助金相当額３，

８２３，５０４円）が指摘された。 
今回の調査により、企画部、農政部及び県土整備部において、計９件、２５０，

９６３円（国庫補助金相当額１４７，３３９円）の不適正な経理処理が確認され

た。 
会計検査院の検査と合わせた不適正な経理処理額の合計は、１５５件、８，３

０８，３９５円（国庫補助金相当額３，９７０，８４３円）となった。 
（詳細は別紙２） 
 
区   分 不適正な経理処理額 国庫補助金相当額 

会計検査院の検査 ８，０５７，４３２円 ３，８２３，５０４円 
県 の 自 主 調 査 ２５０，９６３円 １４７，３３９円 
合   計 ８，３０８，３９５円 ３，９７０，８４３円 

 

（事例） 

 ＜差替え＞ ２件、１８９，２１０円（国庫補助金相当額１３９，３９０円） 

  ① 平成１６年９月、峡南地域振興局林務環境部（現 峡南林務環境事務所）では、

現場確認等に使用する防水、防塵、対衝撃機能を有する工事用デジタルカメラ３

台及びＧＰＳレシーバー１台を本庁に令達要求したが、認められた予算（備品購

入費）は、工事用デジタルカメラ１台、非防水性のデジタルカメラ２台及びＧＰ

Ｓレシーバー１台の２０２，２００円であった。 
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    しかしながら、林務環境部では、現場での円滑な業務執行を優先するあまり、

工事用デジタルカメラ３台及びＧＰＳレシーバー１台を直接業者に発注し、平成

１７年３月納入された。 

     平成１７年３月、林務環境部では、この購入費用３３１，３５０円のうち、令

達された備品購入費の予算で２０２，２００円を支払い、不足分の１２９，１５

０円は、需用費で綴り込みファイル１２０冊を購入したとの内容の請求書を業者

に提出させ、支払いを行った。 

      なお、工事用デジタルカメラ３台及びＧＰＳレシーバー１台は、現在も業務で

使用されていることを確認済みである。 
 
  ② 平成１６年１０月、峡南地域振興局林務環境部（現 峡南林務環境事務所）で

は、多数発生した豪雨災害の被害等の調査を早急に行うため、急遽、携帯レーザ

ー距離計が必要になった。 

    このとき林務環境部には購入に必要な備品購入費の予算はなかったものの、災

害という緊急性を考慮して購入することを決定し、業務上の必要性からやむを得

ず携帯レーザー距離計１台６０，０６０円を直接業者に発注した。 

    同年１１月に納品され、災害現場において測量業務に利用された。 

    当該代金６０，０６０円については年度中の支払いが行われず、翌年度５月、

林務環境部では、需用費でブックラックワゴン２台及び仕切板１０枚を購入した

との内容の請求書を業者に提出させ、支払いを行った。 

     なお、携帯レーザー距離計は、現時点で紛失していることが判明しているが、

箱及び説明書は残存しており、実際に購入されたことは確認済みである。 
 

＜翌年度納入＞ ２３件、６，１０８，６８９円（国庫補助金相当額２，８４３，４３９円） 

○ 企画部、森林環境部、農政部及び県土整備部の１１所属において確認された。 
特に執行金額で一番大きい事例は、峡北地域振興局農務部（現 中北農務事務所） 
において、広域営農団地農道整備事業費で平成１６年１２月１７日に発注をした 
概要書及び平面図の印刷に際し、実際の納品日は平成１７年４月１２日であるが、 
納品日を平成１７年２月２８日とした支出命令書を作成し、平成１６年度予算で 
印刷代１，３１９，３２５円の支払いを行った。 

 
＜前年度納入＞ １３件、３２５，４０９円（国庫補助金相当額１８６，５６２円） 

○ 企画部、森林環境部、農政部及び県土整備部の９所属において確認された。 
特に執行金額で一番大きい事例は、森林環境総務課において、平成１９年３月、

翌年度配置予定職員の名刺の発注を行い、３月３０日に納品されたが、平成１８

年度予算で支払いすべきところを平成１９年度予算で印刷代６４，２６０円の支

払いを行った。 
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＜補助対象外＞ １１７件、１，６８５，０８７円（国庫補助金相当額８０１，４５２円） 

○  森林環境部、農政部及び県土整備部の１２所属において、国庫補助事業等の
施行に直接関係のない物品である職員の名刺、人事異動のあいさつ状、業務用

年賀状の購入代金の支払いを行った。 
 

（２） 賃金 

会計検査院の検査により、森林環境部、農政部及び県土整備部において不適正 
な経理処理額９件、５，１６２，６５２円（国庫補助金相当額２，７５１，２１

７円）が指摘された。 
なお、今回の調査においては、不適正な経理処理は確認されなかった。 

（詳細は別紙３） 
 
区   分 不適正な経理処理額 国庫補助金相当額 

会計検査院の検査 ５，１６２，６５２円 ２，７５１，２１７円 
県 の 自 主 調 査 ０円 ０円 
合   計 ５，１６２，６５２円 ２，７５１，２１７円 

 

（事例） 

○ 県土整備部の高速道路推進課（現 高速道路推進室）では、平成１５年度に国

庫補助事業を所管していなかったが、庁内の高速道路推進に係る公共事業の総合

調整を行っていたことから、国庫補助事業と無関係の部署ではないとの認識から、

当課に配置された臨時職員に国庫補助事業等事務費から賃金２，３４８，１００

円を支払っていた。       
 

○ 峡南地域振興局身延建設部（現 峡南建設事務所）の総務課に配属された臨時

職員の賃金は、平成１５年度は国庫補助事業の対象である契約事務等を行ってい

たため、国庫補助事業である道路橋りょう建設費で支払われていた。しかし、平

成１６年度は所属内での異動により河川砂防管理課へ配置換えになったが、異動

後も河川砂防管理課で所掌する国庫補助事業とは異なる支出科目である道路橋

りょう建設費で賃金２，１９７，６５０円を支払っていた。     
 

（３） 旅費 

会計検査院の検査により、企画部、森林環境部、農政部及び県土整備部におい

て不適正な経理処理額６，４８５件、１３，６５４，３６４円（国庫補助金相当

額７，０１７，３００円）が指摘された。 
今回の調査により、企画部、森林環境部、農政部及び県土整備部において、計
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３，８１３件、４，５７５，７９７円（国庫補助金相当額２，４８１，４０５円）

の不適正な経理処理が確認された。 
会計検査院の検査と合わせた不適正な経理処理額の合計は、１０，２９８件、

１８，２３０，１６１円（国庫補助金相当額９，４９８，７０５円）となった。

（詳細は別紙４） 
 
 区   分 不適正な経理処理額 国庫補助金相当額 

会計検査院の検査 １３，６５４，３６４円 ７，０１７，３００円 
県 の 自 主 調 査 ４，５７５，７９７円 ２，４８１，４０５円 
合   計 １８，２３０，１６１円 ９，４９８，７０５円 

 

（事例） 

○ 企画部、森林環境部、農政部、県土整備部の３９所属において、平成１５年度

から１９年度の間、次のような国庫補助事業等とは直接関係のない公務で出張し

た職員に対して、国庫補助事業等事務費が支出される科目から旅費を支払ってい

た。 

・辞令交付、あいさつ回り、人事異動に伴う事務引継等通常業務    １，６６１件 

・県単独事業に係る竣工検査、用地交渉等              ３，９１３件 

・県のイベント事業（フェスティバル等）等への参加                      ６２５件 

・起工式、開通式等記念式典への出席                                    ２９８件 

・部長等の管内視察及びその随行                                       ２３３件 

・各種協議会・期成同盟会等任意団体の総会、決起集会への参加            ３５３件 

・新採用職員研修等国庫補助事業等に関係しない研修等への出席        １，５８９件 

・外部団体が主催するセミナー、シンポジウム等のうち国庫補助事業                

等の実施に直接関係しない研修等への出席               ３４０件 

・その他国庫補助事業等と直接の関連性が認められない公務出張        １，２８６件 

 
 

４ 不適正な経理処理の発生原因と課題 

 

  不適正な経理処理が生じたことを真摯に受け止め、その再発防止及び経理処理の適

正化を図るため、こうした事例が発生した原因や制度上の課題などについて分析を行

った。その結果は次のとおりである。 
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（１） 職員の意識等に関する原因と課題 

（原因） 

○  事務費の予算に残額が生じた場合に、これを有効に活用したいという意識や、 

特に国庫補助事業等の場合、自主財源が乏しい本県の財政状況を踏まえ、でき

るだけ県費を節約して国庫補助金等を取り込もうとする意識があり、こうした

ことが、会計年度区分や国庫補助事業等と県単独事業の区分、公費支出に対す

る認識の低下を招いていたと考えられる。 

  （課題） 

○ 職員に法令遵守を徹底するとともに、公費支出の重要性と責任を自覚させ意

識改革を図る必要がある。また、会計年度区分や国庫補助事業等と県単独事業

の区分について再確認させる必要がある。 

 

（２） 物品調達事務上の原因と課題 

物品や印刷の発注の際、財務規則等に規定された会計処理を怠るなど、実務担

当者に法令遵守の認識が不足していた。また、事務用品及び印刷物について、「日

抜きの納品書」を使用した「翌年度納入」や「前年度納入」といった不適正な経

理処理が行われていた。 

 

①  需用費における差替え 
（原因） 

○ 緊急の必要性などの理由から正規の手続きを行わないまま物品の発注を行

い、当該物品の納入後、業者に異なる物品の発注依頼を行い、納入された物品

に相当する代金を支払っていた。 

○ 物品要求者のみが検収を行っているなど、内部チェック体制が不十分であっ

た。 

（課題） 

○  出納機関が審査の段階において支出関係書類を確認する限りでは、不適正の

事実は確認できないため、実際の納品確認を厳格に行うためのチェック体制の

整備が必要である。 

また、万一職員から実際に納品した物品とは違う内容の請求書を要求された

場合には、その旨を通報するなどの業者の協力が必要である。 

 

②  需用費における「翌年度納入」と「前年度納入」 
（原因） 

○「翌年度納入」 

納期限までに十分な期間を確保できないまま行った物品の発注や、校正など 

に要する時間を考慮せずに行った印刷物の発注の結果、物品や印刷物が翌年度
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に納入されていたのに、支出命令書等の書類に実際の納品日より前の日付を検

収日として記載することにより、物品等が現年度に納入されたこととして代金

を支払っていた。 

○「前年度納入」 

緊急性などの理由から正規の手続きを行わないまま前年度中に物品の発注、

納品が行われたが、支出命令書等の書類に実際の納品日より後の日付を検収日

として記載することにより、物品が現年度に納入されたこととして代金を支払

っていた。 

○ 物品要求者のみが検収を行っているなど、内部チェック体制が不十分であっ

た。 

（課題） 

○  出納機関が審査の段階において支出関係書類を確認する限りでは、不適正の

事実は確認できないため、物品の年度内納入の徹底や「日抜き納品書」を使用

した処理を行わないことの徹底など、実際の納品確認を厳格に行うためのチェ

ック体制の整備が必要である。 

また、納品書には必ず日付を記入させるなど、業者に対する指導も必要であ

る。 

 

（３） 予算執行上の原因と課題 

①  予算執行体制 
（原因） 

○  国庫補助事業等事務費については、年度末での返還手続きが煩雑であるこ

とや残額を発生させるべきではないとの意識から、年度末に事務処理が集中

し不適正な経理処理が生じやすい状況にあった。また、旅費については、県

単独予算で対応すべきと指摘された業務があるにもかかわらず、事業執行に

要する十分な県単独予算が令達されていないケースが見受けられた。 

（課題） 

      ○  国庫補助事業等事務費に係る予算執行事務の見直しが必要である。 

 

②  繰越制度の活用 
（原因） 

○  公会計制度においては、「会計年度独立の原則（単年度予算主義）」がとら

れているが、地方自治体の事務・事業は、必ずしも年度で切れ目が生じるも

のばかりではなく、時として「単年度予算主義」が事務・事業の効率的な執

行を妨げている場合もある。このため、地方自治法においては、「単年度予算

主義」の例外として、繰越制度などが定められているが、これを事務費に適

用する上では期限の制約等もあり、ほとんど活用されていない。 
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（課題） 

 ○  翌年度へ契約を継続するための繰越制度の活用を検討する必要がある。 

 

③  補助対象外の支払い 
（原因） 

   ○  補助対象事務費については、一般的に、補助金交付要綱等により「補助事業

の施行に直接必要な経費」などとされているが、その対象範囲が、必ずしも明

確に示されておらず、補助事業を所管する国の部署によって補助対象経費の取

扱いに相違も見られるなど、判断基準に曖昧な点が多い。 

また、県の予算では、補助事業と県単独事業の事務費が同一の予算科目に計

上されていることもあり、所属に令達される予算内容だけでは、補助事業の予

算か、県単独事業の予算か区分できないことも原因の一つと考えられる。 

（課題） 

○ 国庫補助事業等事務費の対象となる支出基準を明確にするとともに、補助事

業と県単独事業の区分経理を徹底する必要がある。 
 
 

５ 再発防止策と今後の対応 

 

  本県では、平成９年度に公費の不適正支出が明らかになり、不適正経理に係る返還

金２３億７千万円余を約８年かけて管理職等が返済するとともに、全職員一丸となっ

てその再発防止のための改善策に取り組んできた。その改革の柱は、職員の意識改革

と公務員倫理の確立を基本とし、実態に即した予算編成・旅費制度等の構築、簡素で

弾力的な予算執行システムの構築及び監視機能の充実強化などである。 

  その結果、不適正な経理処理の主な対象となった旅費、食料費及びタクシー代等に

ついては、制度改正や厳格な執行基準の策定などにより、着実に改善が図られてきた。 

  しかし、この度の会計検査院の着眼点である物品等の発注・納品や年度区分の適正

化、あるいは国庫補助事業等の目的に沿った執行という面については、必ずしも十分

な対策が講じられてきたとは言えない。 

  このため、今回の調査結果を踏まえ、その原因や課題等を分析し、速やかに実効性 
のある再発防止策を講じるとともに、県民に信頼される県政推進のため、公費支出の 
適正化を図る。 
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（１） 職員の意識改革と公務員倫理の確立 

① 公費支出に対する意識改革 

全職員に対して、法令遵守の徹底と公費支出に対する意識を改めて喚起する

とともに、特に会計を担当する職員については、適正な事務執行の重要性を自 
覚するようあらゆる機会を通じて徹底する。 
 

② 国庫補助事業等事務費の周知 

事務担当者会議等を通じて国庫補助事業等に従事する職員及び会計を担当す

る職員に対し、国庫補助事業等事務費の対象となる支出基準などについての国

庫補助制度の周知を図る。 
 
 ③ 各種研修の充実 

出納局や地域県民センター主催の財務事務研修、行政改革推進課主催の事務

処理ミス防止対策研修、人事課や職員研修所の公務員倫理の研修などを通じて、

管理職や実務担当者の公費支出に対する意識改革や再発防止策等の周知徹底を

図る。 

また、各部局の予算担当課主催の研修会や説明会等においても、国庫補助事

業等事務費に対する予算執行上の取り扱いや留意点等を職員に周知する。 
 

（２） 物品調達事務の改善 

法令等に則り、適正な発注手続きを行うよう徹底する。 
① 物品要求書の提出期限の設定 

年度末においては、事務用品を始め、特に印刷物の中には校正に日数を要す 
るものが多いことから、業者に納期限までの適切な期間を確保できるよう早期

に発注する必要がある。 
このため、各所属へ物品要求書の最終提出期限を設けて通知し、年度内に納 

品できるよう徹底する。 
 

   ② 納品書への日付記入の徹底 

「日抜きの納品書」が存在したことから、業者には日入りの納品書を提出す 
るよう指導するとともに、万一職員から「日抜きの納品書」を要求された場合

や、実際に納品した物品とは違う内容の請求書を要求された場合には、その旨

を出納局に通報するよう業者に協力要請する。 
 

   ③ 納品確認の厳格化 

納品の確認に当たり、本庁にあっては、原則として物品が納品された所属の 

総括課長補佐または代決課長補佐が物品要求書作成者（物品要求書に代えて、
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支出負担行為伺いにより購入する場合は、当該伺いの作成者を含む。以下同じ）

とともに納品を確認し、納品書にそれぞれ署名する。 

また、出先機関にあっては、原則として物品が納品された所属の物品出納員 

の職にある職員が物品要求書作成者とともに納品を確認し、納品書にそれぞれ

署名する。 

 
 ④ 物品調達管理システムによる進行管理 

     各所属では、物品調達管理システムにより、物品要求書等一覧表を打ち出し 
て、年度末や出納整理期間中に、未契約となっているものはないか、納品が遅 

れているものはないかなどの状況を確認し、適正な進行管理を行う。 

 

（３） 予算執行に関する改善 

① 計画的な予算執行 

物品における会計年度区分の誤りの背景には、年度末における事務費の集中 
執行があることから、各所属があらかじめ年度を通じた執行計画を立てた上で、

計画的かつ効率的な予算執行を行う。 
 

② 繰越制度の有効活用 

計画的な予算執行を図っても年度内に物品等の納入が困難なケースもあるこ

とから、繰越手続きの簡素化を図り、各部局の判断において容易に繰越ができ

る仕組みとした上で、適切に繰越制度を活用する。 
 

③ 国庫補助事業等事務費の支出基準の明確化 

各部局においては、事務担当者会議等を開催し、国庫補助事業等事務費の対 
象となる支出基準を明確にし、その基準に従った執行を徹底する。 
特に、旅費における国庫補助事業等の出張については、旅行申請書の用務欄 

に事業目的と直接関係のある用務であることを明確に記載するよう徹底する。 
 
（４） 審査・検査体制の充実 

内部チェック体制の強化を図るため、次のような対策を講じる。 

①  審査・検査を担当する職員の資質向上 

 出納局会計課や財務審査幹による出納審査及び出納局の行う出先機関の会計 

検査をより厳格に実施していくため、審査や検査を担当する職員の研修を充実 
し、資質向上を図る。 

 
②  出納審査や会計検査による確認・検証 

ア 出納局会計課や財務審査幹による出納審査において、検収者の署名などを
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厳格に確認し、物品調達に係る不適正な経理処理がないかチェックするとと

もに、必要に応じて所属に指導を行う。また、財務審査幹会議等を通じて、

再発防止策の実施状況等について情報交換を行う。 

イ 出納局の行う出先機関の会計検査において、「物品調達事務」を検査の重点

事項として適正な会計処理を指導するとともに、再発防止策が有効に機能し

ているかどうかを検証する。また、納入日等に疑義があった場合には、必要

に応じて物品納入業者への聴き取り調査を行う。 

ウ 物品調達の適正な執行を図ることを目的として、出納局に業者からの相談

窓口を設け、随時、業者から情報収集を行う。 

 

（５） 国への提案・要望 

①  事務費基準の明確化 

補助対象事務費については、その対象範囲が、必ずしも明確に示されておらず、 

補助事業を所管する国の部署によって補助対象経費の取扱いに相違も見られる

など、判断基準に曖昧な点が多い。 

このため、補助対象の範囲を具体例とともに明確化する必要があるので、関係 
省庁に対し要望していく。 

 

②  各種手続きの早期化 

補助事業の中には、国の交付決定の時期が遅く、適正な事業執行に支障をきた

すおそれのあるものがある。 
計画的な事業の執行や十分な事業効果を得るためには、交付決定などの手続き

を早期化する必要があるので、関係省庁に対し要望していく。 
 

③  繰越手続きの簡素化 

国の交付決定の遅れや避けがたい事故等などにより、繰越手続きの適用が必要

な場合があるが、その手続きは相当の日数と煩雑な協議が必要となる。 
このため、繰越制度をより有効かつ積極的に活用するため、協議書類の削減や

繰越要件の緩和など繰越手続きの簡素化を関係省庁に対し要望していく。 
 
④  柔軟な事務費の執行 

補助事業に係る事務費は、県単独事業の事務費と区分経理することが必ずしも 
合理的・効率的でない面がある。 
  このため、事務費の使途を地方の裁量に委ねるなど柔軟で効率的な執行を行え
るようなシステムにする必要があるので、関係省庁に対し要望していく。 
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（６） 国への報告・返還 

不適正な経理処理に係る国庫補助金等については、「補助金等に係る予算の執行

の適正化に関する法律」の規定に従い、自主調査の結果も含め、関係省庁に報告

し、国への早期の返還に向けて協議を行う。 
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別紙１
【 全体 】

不適正な経理処理額 単位：円

部 局 名 調 査 主 体 需 用 費 賃 金 旅 費 合 計

会 計 検 査 院 342,861 7,720 350,581

県 53,193 720 53,913

合 計 396,054 8,440 404,494

会 計 検 査 院 482,601 163,800 4,483,285 5,129,686

県 679,316 679,316

合 計 482,601 163,800 5,162,601 5,809,002

会 計 検 査 院 5,932,773 437,342 3,043,309 9,413,424

県 81,000 1,261,192 1,342,192

合 計 6,013,773 437,342 4,304,501 10,755,616

会 計 検 査 院 1,299,197 4,561,510 6,120,050 11,980,757

県 116,770 2,634,569 2,751,339

合 計 1,415,967 4,561,510 8,754,619 14,732,096

会 計 検 査 院 8,057,432 5,162,652 13,654,364 26,874,448

県 250,963 4,575,797 4,826,760

合 計 8,308,395 5,162,652 18,230,161 31,701,208

国庫補助金相当額 単位：円

部 局 名 調 査 主 体 需 用 費 賃 金 旅 費 合 計

会 計 検 査 院 3,170,103 294,308 3,421,549 6,885,960

県 33,750 997,775 1,031,525

合 計 3,203,853 294,308 4,419,324 7,917,485

会 計 検 査 院 653,401 2,456,909 3,595,751 6,706,061

県 53,990 1,440,114 1,494,104

合 計 707,391 2,456,909 5,035,865 8,200,165

会 計 検 査 院

県 59,599 43,516 103,115

合 計 59,599 43,516 103,115

会 計 検 査 院 3,823,504 2,751,217 7,017,300 13,592,021

県 147,339 2,481,405 2,628,744

合 計 3,970,843 2,751,217 9,498,705 16,220,765

　　　　調　査　結　果　集　計　表

企 画 部

森 林 環 境 部

農 政 部

防 衛 省 分

合 計

県 土 整 備 部

合 計

農 林 水 産 省 分

国 土 交 通 省 分
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別紙２

不適正な経理処理額 単位：円

部局名 調査主体 預け金 一括払 差替え 翌年度納入 前年度納入 補助対象外 合　計

会計検査院 311,619 31,242 342,861

県 53,193 53,193

合 計 311,619 84,435 396,054

会計検査院 189,210 175,161 64,260 53,970 482,601

県

合 計 189,210 175,161 64,260 53,970 482,601

会計検査院 5,339,133 62,370 531,270 5,932,773

県 81,000 81,000

合 計 5,420,133 62,370 531,270 6,013,773

会計検査院 131,836 67,514 1,099,847 1,299,197

県 69,940 46,830 116,770

合 計 201,776 114,344 1,099,847 1,415,967

会計検査院 189,210 5,957,749 225,386 1,685,087 8,057,432

県 150,940 100,023 250,963

合 計 189,210 6,108,689 325,409 1,685,087 8,308,395

国庫補助金相当額 単位：円

部局名 調査主体 預け金 一括払 差替え 翌年度納入 前年度納入 補助対象外 合　計

会計検査院 139,390 2,701,334 74,500 254,879 3,170,103

県 33,750 33,750

合 計 139,390 2,735,084 74,500 254,879 3,203,853

会計検査院 70,066 36,762 546,573 653,401

県 38,289 15,701 53,990

合 計 108,355 52,463 546,573 707,391

会計検査院

県 59,599 59,599

合 計 59,599 59,599

会計検査院 139,390 2,771,400 111,262 801,452 3,823,504

県 72,039 75,300 147,339

合 計 139,390 2,843,439 186,562 801,452 3,970,843

需用費に係る調査結果の部局別・省庁別・態様別内訳

・翌年度納入：翌年度に納品された物品を当該年度内に納品されたこととし、関係書類に事実と異なる検収日付を記載することなどにより、支
                    払っていたもの

・前年度納入：前年度に納品させた物品を当該年度に納品させたこととし、関係書類に事実と異なる検収日付を記載することなどにより、支払
　　　　　　　　　っていたもの

・補助対象外：国庫補助事業等の施行に直接関係のない物品を購入していたもの

農林水産省分

・預け金：納品がないにもかかわらず、業者から請求書等を提出させて支払い、業者に一時的に預け金として保有させ、後日、別の物品を納
　　　　　　入させるなどしていたもの

・一括払：正規な手続きを経ず、業者に随時物品を納入させ、後日、納品とは異なる物品の支払書類を作成することなどにより、一括して支
　　　　　　払っていたもの

・差替え：業者に事実とは異なる物品の請求書等を提出させ、契約した物品とは異なる別の物品に差し替えて納入させていたもの

企 画 部

森林環境部

防 衛 省 分

合 計

農 政 部

県土整備部

合 計

国土交通省分
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別紙３

不適正な経理処理額 単位：円

部局名 調査主体 態様① 態様② 合　計

会計検査院 163,800 163,800

県

合 計 163,800 163,800

会計検査院 437,342 437,342

県

合 計 437,342 437,342

会計検査院 2,348,100 2,213,410 4,561,510

県

合 計 2,348,100 2,213,410 4,561,510

会計検査院 2,348,100 2,814,552 5,162,652

県

合 計 2,348,100 2,814,552 5,162,652

国庫補助金相当額 単位：円

部局名 調査主体 態様① 態様② 合　計

会計検査院 294,308 294,308

県

合 計 294,308 294,308

会計検査院 1,247,610 1,209,299 2,456,909

県

合 計 1,247,610 1,209,299 2,456,909

会計検査院 1,247,610 1,503,607 2,751,217

県

合 計 1,247,610 1,503,607 2,751,217

・態様①　国庫補助事業等を行っていない部署に配属された臨時職員に対する賃金の支払

・態様②　他の国庫補助事業等に係る支出科目からの賃金の支払

県土整備部

合 計

　　　　　　賃金に係る調査結果の部局別・省庁別・態様別内訳

森林環境部

農 政 部

国土交通省分

合 計

農林水産省分
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別紙４

不適正な経理処理額 単位：円

部局名 調査主体 態様① 態様② 態様③ 態様④ 態様⑤ 態様⑥ 態様⑦ 態様⑧ 態様⑨ 合　計

会計検査院 5,820 1,900 7,720

県 720 720

合 計 5,820 1,900 720 8,440

会計検査院 287,491 1,340,218 695,643 32,564 220,966 317,874 460,480 135,833 992,216 4,483,285

県 166,834 123,545 42,961 7,825 6,499 23,016 213,886 84,703 10,047 679,316

合 計 454,325 1,463,763 738,604 40,389 227,465 340,890 674,366 220,536 1,002,263 5,162,601

会計検査院 445,793 184,877 136,891 213,275 50,988 251,738 614,384 925,793 219,570 3,043,309

県 171,080 345,242 27,374 68,328 24,726 16,346 431,162 3,698 173,236 1,261,192

合 計 616,873 530,119 164,265 281,603 75,714 268,084 1,045,546 929,491 392,806 4,304,501

会計検査院 247,465 805,062 967,894 102,403 168,865 1,088,817 281,0471,913,840 544,657 6,120,050

県 584,635 328,812 88,094 44,069 27,516 135,030 779,093 195,862 451,458 2,634,569

合 計 832,100 1,133,8741,055,988 146,472 196,381 1,223,847 1,060,1402,109,702 996,115 8,754,619

会計検査院 986,569 2,332,0571,800,428 348,242 440,819 1,658,429 1,355,9112,975,466 1,756,443 13,654,364

県 922,549 797,599 158,429 120,222 58,741 174,392 1,424,861 284,263 634,741 4,575,797

合 計 1,909,118 3,129,6561,958,857 468,464 499,560 1,832,821 2,780,7723,259,729 2,391,184 18,230,161

国庫補助金相当額 単位：円

部局名 調査主体 態様① 態様② 態様③ 態様④ 態様⑤ 態様⑥ 態様⑦ 態様⑧ 態様⑨ 合　計

会計検査院 330,038 678,459 363,401 111,029 113,937 258,758 481,725 520,458 563,744 3,421,549

県 159,743 241,541 30,562 38,155 16,082 21,691 312,297 44,878 132,826 997,775

合 計 489,781 920,000 393,963 149,184 130,019 280,449 794,022 565,336 696,570 4,419,324

会計検査院 137,846 478,441 545,811 50,273 125,201 664,492 158,3671,102,350 332,970 3,595,751

県 322,462 179,016 57,040 23,626 12,342 76,155 425,810 102,637 241,026 1,440,114

合 計 460,308 657,457 602,851 73,899 137,543 740,647 584,1771,204,987 573,996 5,035,865

会計検査院

県 8,568 3,436 31,512 43,516

合 計 8,568 3,436 31,512 43,516

会計検査院 467,884 1,156,900 909,212 161,302 239,138 923,250 640,0921,622,808 896,714 7,017,300

県 490,773 423,993 87,602 61,781 28,424 97,846 769,619 147,515 373,852 2,481,405

合 計 958,657 1,580,893 996,814 223,083 267,562 1,021,096 1,409,7111,770,323 1,270,566 9,498,705

・態様①　辞令交付、あいさつ回り、人事異動に伴う事務引継等通常業務

・態様②　県単独事業に係る竣工検査、用地交渉等

・態様③　県のイベント事業（フェスティバル等）等への参加

・態様④　起工式、開通式等記念式典への出席

・態様⑤　部長等の管内視察及びその随行

・態様⑥　各種協議会・期成同盟会等任意団体の総会、決起集会への参加

・態様⑦　新採用職員研修等国庫補助事業等に関係しない研修等への出席

・態様⑧　外部団体が主催するセミナー、シンポジウム等のうち国庫補助事業等の実施に直接関係しない研修等への出席

・態様⑨　その他国庫補助事業等と直接の関連性が認められない公務出張

県土整備部

合 計

旅費に係る調査結果の部局別・省庁別・態様別内訳

企 画 部

森林環境部

農 政 部

国土交通省分

防 衛 省 分

合 計

農林水産省分
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公表資料　 職員の処分

１　不適正な経理処理に対する管理監督者の処分

（１）　該当部局の部長

〈退職のため不処分〉

（２）　該当部局の予算担当課長

年度 予算担当課長 処分量定

〈退職のため不処分〉

厳重注意

森林環境総務課長

森林環境総務課長

農政総務課長

土木総務課長

森林環境総務課長

農政総務課長

土木総務課長

企画課長

森林環境総務課長

農政総務課長

土木総務課長

企画課長

２　需用費「翌年度納入・前年度納入」があった所属の所属長に対する処分

年度 所属長 処分量定

桂川流域下水道建設事務所長

厳重注意

桂川流域下水道事務所長

〈退職のため不処分〉

土木総務課長

企画課長

森林環境総務課長

企画課長

富士・東部地域県民ｾﾝﾀｰ所長

３　需用費「差替え」があった所属の担当者・所属長に対する処分

区分 年度 所属・職名 処分量定

峡南地域振興局

林務環境部　副主幹 訓戒

企画振興部　主事 文書訓告

※　所属長　退職のため不処分

４　被処分者数 １４人

H15年度

H16年度

H17年度

H18年度

H19年度

H20年度

H15年度

H16年度

H17年度

H18年度

H19年度

H20年度

物品
発注者 H16年度

契約実務
担当者

H16年度
H17年度

会計検査院の実地検査及び本県全庁調査により、平成１５年度から平成２０年度までの間に不
適正な経理処理が判明したことについて、次のとおり関係職員の責任を問い、処分を行った。
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